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医療保険制度改革の方針決定 

現役世代の負担軽減に向けた 

改革の実施を要望 

 

政府は、昨年末に医療保険制度改革の方針などを踏まえ

た来年度の予算案を閣議決定しました。この改革は、現役

世代が減少し高齢者数がピークを迎える２０４０年ごろ

を見据えた「全世代型社会保障」の構築に必要な政策とな

ります。今回の方針には、増大する医療費への対応や応能負担の在り方を基本理念とする高額療養費制度

の見直しや現役世代の保険料負担の軽減を目指す「ＯＴＣ類似薬」の保険給付範囲の見直しが盛り込まれ

ました。高齢者医療における負担の在り方に関する具体的な制度設計は 2027 年度中に行うことと整理さ

れました。 

患者負担に月ごとの上限を設ける「高額療養費制度」では、今年８月から現行の「自己負担限度額」が

引き上げられるほか、２０２７年８月からは限度額を定める所得区分が細分化されます。低所得者や長期

療養者に配慮した仕組みも取り入れつつ患者負担を段階的に増やすことで、厚生労働省は、健保組合にお

ける加入者１人当たりの保険料軽減効果を▲２，１００円と試算しています。 

一方、医療用医薬品のうち一般用医薬品と同じ有効成分を含み、用法・用量や効能・効果が似ている「Ｏ

ＴＣ類似薬」については、患者の状況や負担能力に配慮しながら「特別の料金」を求める新たな仕組みが

創設されます。皮膚保湿剤や抗アレルギー薬など７７成分（約１，１００品目）を対象に、「薬剤費の４

分の１」を患者本人の自己負担に上乗せする方針が示され、２０２７年度中の実施に向けた法改正を予定

しています。今後、患者などへの丁寧な周知・広報が求められるでしょう。 

今回の改革で一定の保険料軽減効果が見込めるものの、過重な負担をしている現役世代の保険料負担の

抑制を最優先に取り組まなければ医療保険制度を維持していくことはできません。健保連・健保組合は、

昨年９月発表の『「ポスト２０２５」健康保険組合の提言』を踏まえ、現役世代の負担軽減に向けた改革

の実施を引き続き強く要望していきます。 
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広報誌「掲示板」は毎月発行しています。過去の記事はホームページの掲示板サイトをご覧ください。 



● 「子ども・子育て支援金」制度が始まります 

～令和８年４月分保険料（５月納付分）から拠出していただきます～ 

  

  人口減少、働き手の不足は深刻な

問題であり、少子化に歯止めをかけ

ることは喫緊の課題です。 

  子ども・子育て支援金制度は、社

会連帯の理念を基盤に、子どもや子

育て世帯を全世代・全経済主体が支

える、新しい分かち合い・連帯の仕

組みです。 

  若い世代が希望どおり結婚し、希

望する誰もが子どもを持ち、安心し

て子育てできる社会、子どもたちが

笑顔で暮らせる社会の実現を目指

して2023年12月に子ども未来戦略 

「加速化プラン」が策定され、3．6

兆円規模の子育て支援の抜本的拡

充に取り組むこととされました。 

「加速化プラン」により新設・拡充する制度であって、対象者に一定の広がりのある６つの子育て

施策に全世代で子育て世帯を支える子ども・子育て支援金が充てられることとされました。 

 

 【財源構想は次の図のとおり】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険組合は、子ども・子育て支援金を国に代わって徴収し、国に対して納付します。 

令和１０年度の完成（健康保険の負担額１兆円）に向けて、令和８年度（健康保険の負担額６，０００億円）

から支援金の額は毎年増加していきます。 

国から健康保険組合に示された、令和８年度の支援金率は２．３‰です。令和８年４月分保険料から２．３‰

の支援金を健康保険料に加えさえていただきます。 



 



 



 



● 令和７年度健康診断結果の提出について 

 

  ４０歳以上７５歳未満の被保険者で、令和７年度の健康診断結果を提出いただけていない方がいる

事業所には令和８年２月１６日、提出依頼の文書をお送りしました。 

  社員の定期健康診断は必ず実施されると思いますので、「一般健康診断に係る定期健康診断補助金

請求書」に健診結果（コピーまたは XMLデータ）、質問表、領収書（コピー可）を添付して、令和８

年３月１９日（木）までに健康保険組合に提出してください。 

  健診結果がまだ届いていない場合や、今後年度内に健診を予定されている場合は令和８年４月末日

までに必ず提出をお願いします。 

 

● 健康診断を受診されていない扶養家族へのアンケートについて 

 

  健康診断を受けておられないと思われる被扶養者３５６人に「健診受診と健康に関するアンケー

ト」を令和８年２月に自宅あてに送付します。 

アンケートにお答えいただき、希望する方には、郵送による血液検査を受けていただくことが出来

ます。なお、簡易な血液検査で身体の状態を確認いただくことは出来きますが、来年度は５月にお送

りする「受診券」を使って特定健診を受けていただくようお願いします。 

※ アンケートの送付対象は４０歳以上の被扶養者で、令和８年１月３１日時点で健康診断の結果

が健康保険組合に届いていない方です。 

高血圧症、脂質異常症、糖尿病で令和７年中に医療機関を受診されている方は除外しています。 

 

また、パートなどのお勤め先で健康診断を受けておられる方は、健診結果を健康保険組合に提供い

ただくようお願いします。健診結果をお送りいただいた方にはお礼として１，０００円のクオカード

を進呈させていただきます。 

健診結果の提供をメールでご連絡いただいくと送付用の封筒をお送りいたします 

右側の QR コードを読み取り、またはメールアドレスを入力してお申し込みください 

件名に「パート先受診」本文に「氏名」「生年月日」「封筒送付先住所」を記入して送信してください 

メールアドレス kenshin@hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp 

 

 

● ジェネリック医薬品をお使いいただくために、ご案内書を送付します 

 

  ジェネリック医薬品に変更していただくことにより、５００円以上薬代が安くなる被保険者・被扶

養者に『「ジェネリック医薬品」促進のご案内』を送付します。 

   （対象は、令和７年６月から令和７年１１月までの病院等で処方されたお薬） 

  令和８年２月１６日に、該当事業所様に一括送付させていただきますので、お手数をお掛けして恐

縮ですが、該当被保険者の皆様に配布していただきますよう､よろしくお願いいたします。 

なお、ジェネリック医薬品を活用することにより、家計負担・医療費を軽減することができます。 

※ ジェネリック医薬品に変更することで自己負担金額の削減効果は次のとおりとなります。  

使用している全ての薬をジェネリックにすることで、1,758,487円の削減効果があります。 

  

 
支 払 金 額 

（負担金額総合計） 
効     果 

先発医薬品での処方分 1,496,356 円 
ジェネリック医薬品に変更することで、 

876,404 円負担金額を減らすことができます。 

ジェネリック医薬品（後

発医薬品）での処方分 
866,736 円 

ジェネリック医薬品が処方されたので、先発医薬品の場合

と比べて、882,083 円負担金額の削減効果がありました。 



● 「医療費のお知らせ」を送付します 

   

令和７年分の医療費通知を令和８年２月１６日に、事業主様に送付しますので、該当被保険者に配

付していただきますようお願いします。 

なお、所得税等の医療費控除の申告手続について、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、健

康保険組合が交付する「医療費のお知らせ」（以下「医療費通知」といいます。）を活用できることに

なっていますが、次の事項について、ご留意願います。 

 １ 医療費通知は、原則として、令和７年１月から令和７年１１月までに受診した被保険者及び被扶

養者に係る医療費の内容を世帯単位で作成しています。 

 

 ２ 医療費控除の申告には、医療費通知の原本が必要です。なお、医療費通知の再発行はできません

ので、あらかじめご了承願います。 

 

３ マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方は、マイナポータルと e-Taxの連携により

医療費情報がデータで取得できますので、入力作業が省略できます。 

 

 ４ 医療費通知に反映していない令和７年１２月に受診した医療費等（令和７年１１月以前に受診し

た医療費で反映していない場合があります。）については、欠落している事項を領収書に基づいて

医療費通知に手書き補完することが可能とされています。その場合、領収書は５年間保存する必要

があります。 

 

 ５ 医療費通知に記載されている医療費の額（自己負担額）と実際に支払った自己負担額が相違して

いる場合は、実際に負担した額に訂正して申告していただきますようお願いします。 

    ※ 医療機関から請求のあった診療報酬明細を審査し、過剰な診療や投薬について、病院から

の請求を減額して査定される場合があります。また、保険適用外の治療や公費による医療費

助成などにより相違する場合があります。 

なお、医療機関の窓口で支払う自己負担額の端数処理と医療費通知に記載する医療費の端

数処理の方法は異なっています。そのことにより実際に支払った自己負担額が一致していな

い場合は、訂正していただく必要はありません。 

 

 

● 事業状況 

 

令和８年１月分 令和７年１月分 前年同月比

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）÷（Ｂ）

164 166 98.80%

    男 3,160 3,206 98.57%

    女 775 750 103.33%

　計 ① 3,935 3,956 99.47%

男 433,604 418,978 103.49%

女 277,394 270,637 102.50%

計 402,839 390,855 103.07%

4,457,137 4,238,797 105.15%

1,132,690 1,071,486 105.71%

2,966 3,093 95.89%

0.75 0.78 96.41%

区　　　　　分

事業所数（件）

被保険者数（人）

平均標準報酬月額（円）

標準賞与額総計（累計・千円）

被保険者１人当たり標準賞与額（累計・円）

被扶養者数（人）　　　　　　　　　　②

扶養率（人）　　　　　　　　　　②÷①
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４９回 （2026年 2 月 16 日） 

 

      感染性胃腸炎 

～ 気をつけよう！季節の疾患 ～ 

 

   
健康 
コラム 

出典：メスプ細胞検査研究所 HP「メスプニュース」から許可を得て編集して作成しています。 


